
他法令との関係

各法律の囲

野生鳥獣を捕する際に必要となる狩猟免許や捕許可に関しては、鳥保護管理法により定められ、都道

府県知事にその権限がある。しかし鳥被害防止特措法に定められる被害防止計画を作成した市町村が希望し

た場合には、許可捕獲に関する権限を都道府県から委譲することもできる。また、捕獲にあたって猟銃を使用

する場合には、銃所持許可が必要になるが、これは銃刀法により定められている。また特定外来生物において

は外来生物法に基づいた防除も可能である。

,獣保護管理法及び.獣被害防止特措法、外来生物法、銃刀法の係

鳥獣保護管理法(環境省)

(平成27年5月29日一部改正)

【目的】

の保

の実施、

予防

↓
生物多様性の確保、生>の保全

及ぴ農林水産業の健全な発展に与
国

及び理を図るための

猟の使用に係る危険の

基本指針
(環臣が策定)

獣被害防止特措法(農水省)

【目制

林水産の獣被害防止のた

めの施策の総合的推進

↓
林水産業の発展、山漁村地域

の振に寄与

指針に

即して作成

整合性

゛ーーーー,

護管理事集計画

第1種特定
鳥獣保鑁計画

數が著しく減少ま

たは生息地が縮小して

いる鳥獣の保護

基本指針
(農林水産大臣が策定)

第2種特定
鳥獣管理計画

數が著しく増加ま

たは生地が拡大して

いる鳥獣の管理

基本指針に

即して作成

外来生法(環境省)

整合性

゛ー,

指定管理鳥獣捕獲等事

【目制

特定外来生物による生,系、

人の生命・身体、農林水産

への被害を防止

↓
生物多様性の確保、人の生命

身体の保護、林水産の健

全な発展

被害防止計画

0被害防止のための

獣の捕

0 獣のエサや

れ場所の除去等

0 入防止柵のそ

追い払い活動等

0捕獲獣の

食肉等としての利活用

0 獣被害対策実施隊の設

狩猟免許

国

予算措置

捕獲許可

銃刀法(視庁)

認定鳥獣捕獲
等事業者等

銃所持許可

基本指針
(境大臣が策定)

0銃所持許可更新時の技能講習の免除 捕許可の免除

0ライフル銃の所持許可要件の和 生きたままの保管'搬

1趣旨】銃砲、刀剣類の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制を定める

鳥獣被害刻策実隊
(隊員は狩猟者、展業者、市町村職

0国が行う防除

0地方公共団体で行う

防除

0民問団体等が行う防除

特定外来生の

防除の確認・認定

市
町
村

都
道
府
県

担
い
手
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